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１【提出理由】

　平成29年６月27日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成29年６月27日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　株式併合の件

①　併合の割合

　　当社普通株式10株を１株の割合で併合する。

②　効力発生日

　　平成29年10月１日

第２号議案　定款一部変更の件

①　発行可能株式総数を2,000万株から200万株に変更する。

②　単元株式数を1,000株から100株に変更する。

③　上記①及び②の変更は、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力を生じる

旨　　の附則を設け、同日をもって本附則を削除する。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、丸山徹、丸山宏、藤本英二、大川正仁、浮田貴仁及び村田剛を選任するものでありま

す。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案

株式併合の件
6,982 10 0 （注）１ 可決　（99.85%）

第２号議案

定款一部変更の件
6,983 9 0 （注）１ 可決　（99.87%）

第３号議案   0 （注）２  

丸山　徹 6,980 12 0  可決　（99.82%）

丸山　宏 6,976 16 0  可決　（99.77%）

藤本　英二 6,979 13 0  可決　（99.81%）

大川　正仁 6,979 13 0  可決　（99.81%）

浮田　貴仁 6,979 13 0  可決　（99.81%）

村田　剛 6,971 21 0  可決　（99.69%）

（注）１.　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主

の　　　　　 議決権の３分の２以上の賛成であります。

　　　２.　出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

以　上

 

EDINET提出書類

南海プライウッド株式会社(E00635)

臨時報告書

2/2


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

